
資料１－４　
「『高知家』いじめ予防等プログラム」の展開計画

月
Ｒ元年度
３

Ｒ２年度
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

Ｒ３年度
４～

学
校

教
職
員

教
職
員
研
修

校
内
研
修

児
童
生
徒
へ
の
学
習

保
護
者

地
域
・
関
係
機
関
・
団
体
等

評
価

振
り
返
り

各学校にプロ
グラムの活用
について通知

【校長会】
活用の説明

【生徒指導主事会・生徒
指導担当者会・人権主任
連絡協議会・不登校担当
教員集合研修】
展開計画・内容・研修方
法等について周知

年次研修教員免許
更新講習

教員用研修プ
ログラムを年
間の研修計画
等に位置づけ

学校通信やＰＴＡ通信等を通じて、「第１章 いじめ問題の理解」、「２章 保護者用プログラム」について各家庭に周知

小中学校、高等学校ＰＴＡ連合会の研修、地区別ＰＴＡ研修会
学校・関係機関からプログラムの内容及び活用について周知

各学校ＰＴＡ研修会、保護者会等
「第１章 いじめ問題の理解」、「第２章 保護者用プログラム」

学校評価アンケート

【コミュニティ・スクール】
プログラムを参考に活動計画
に研修・取組を位置づける 【コミュニティ・スクール】【地域学校協働本部】における研修

「第１章 いじめ問題の理解」、「第２章 地域用研修プログラム」、「第３章 地域との連携を通した取組」

【生徒指導主事会・
生徒指導担当者会・
人権教育主任研修
会】活用の進捗状況
等について確認

各家庭での見守り、学校ＰＴＡ活動に反映

各地域の活動に反映
「第１章 いじめ問題の理解」、「第２章 地域用研修プログラム」、「第３章 地域との連携を通した取組」 を参考に
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第１章、第
２章の研修
を年間計画
に位置づけ
る

校内研修
「第２章 教員用研修プログラム」（５）を用いて、

事例研修の実施
取組の振り返り

事例を蓄積し、次年
度の事例研修として
生かす

学校いじめ防止基本方
針と「第１章いじめ問
題の理解」を確認

「第３章 ２各教科等と関連し
た普遍的な学習内容」について
各教員が理解

授業における生徒指導の三機能について検証
（学期に１回授業研を実施）

授業における生徒指導の三機能について検証
（学期に１回授業研を実施）

授業における生徒指導の三機能につい
て検証

（学期に１回授業研を実施）

「第３章 ３児童会・
生徒会を通した予防的
取組」について各教員
が理解

各学校の実態に応じて計画的に実施

「第３章（２）自己肯定感育成プログラム」実施希望校は大学と連携して実施。
小学校（低・中・高）・中学校・高校それぞれ４時間（学活、総合、特設等）

「第３章（３）人間関係づくりプログラム」（学活、総合、特設等にて学校の実態に応じて実施）※学期の初めや学校行事の前に学級で実施すると効果的 

「第２章 教員用研
修プログラム（１）
の実施
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生徒指導主事・人権教育主
任・不登校担当教員が実施

生徒指導主事・
人権教育主任が
実施

校内研修
「第２章 教員用研修プログラム」

（２）～（３）を実施
未然防止・初期対応の確認、取組の振り返り

各学校にて、実
施について検討

「第３章（１）いじめ理解学習プログラム」 各学年において年間１時間実施（道徳、ＬＨにて実施） 
プログラム活用
について年間計
画に位置づけ

学
年
会
や
教
科
会

等
に
お
い
て
取
組

の
検
証

学校から、
ＰＴＡ総会、
保護者会等
で学校の取
組やプログ
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の
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【いじめ問題対策
連絡協議会】
取組状況の報告

【いじめ問題対策
連絡協議会】

取組成果・課題の報告

研修の周知状況の調査
（人権教育課）

児童会生
徒会の活
動計画の
作成

取組
の
検証

【指導事務担当者
会】展開計画・内
容・研修方法等に
ついて周知
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研修や取組
の計画作成

Ｒ３以降、委
員の意見や活
用状況を踏ま
え、プログラ
ムを改良

【ＰＴＡ・教育行政研修会】
「第２章 保護者用・地域用プログラム」

（人権教育課が講師）

各地域の民生・児童委員による研修
「第１章 いじめ問題の理解」、「第２章 地域用研修プログラム」、「第３章 地域との連携を通した取組」（要望があれば人権教育課から講師派遣）

各教職員研修に
てプログラム活
用と学校の組織
的な取組の実施
について周知し、
実践

学校いじめ防止
基本方針やプロ
グラムをもとに
いじめ防止等の
取組について理
解を深め、実践

前年度の取組
及び検証内容
を共有

プログラムの
活用について
計画し、より
効果的に実践

前年度の取組
及び検証内容
を共有

年度初めにい
じめ防止等の
理解と取組の
計画・実践

研修を受けた保護者代表や学校が報告

前年度の取組
及び検証内容
を共有

年度初めにい
じめ防止等の
理解と取組の
計画・実践

【地域学校協働本部】
学校からプログラム等について周知
し、可能な範囲で活動計画に研修・
取組を位置づける


